
育児休業給付⾦の申請⼿続きを⾏う事業主の⽅・育児休業取得予定の⽅へ

(育休開始⽇からカウント)

厚⽣労働省・都道府県労働局・ハローワーク

令和3年9⽉1⽇から、育児休業給付に関する
被保険者期間の要件を⼀部変更します

〜育児休業開始⽇が令和３年９⽉１⽇以降の⽅が対象です〜

育児休業開始⽇を起算点として、その⽇前2年間に賃⾦⽀払基礎⽇数（就労⽇数）が
11⽇以上*1ある完全⽉が12か⽉以上あること。

被保険者期間において上記要件を満たさないケースでも、産前休業開始⽇等*2を起算点とし
て、その⽇前2年間に賃⾦⽀払基礎⽇数（就労⽇数）が11⽇以上*1ある完全⽉が12か⽉以上
ある場合には、育児休業給付の⽀給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。
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月に11日以上就労していないため、
被保険者期間として計上できない
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被保険者期間12か⽉を満たす

＊1 11⽇以上の⽉が12か⽉ない場合、完全⽉で賃⾦⽀払基礎となった時間数が80時間以上の⽉を１か⽉として算定します。
＊2 産前休業を開始する⽇前に⼦を出⽣した場合は「当該⼦を出⽣した⽇の翌⽇」、産前休業を開始する⽇前に当該休業に

先⾏する⺟性保護のための休業をした場合は「当該先⾏する休業を開始した⽇」を起算点とします。
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改正後の⽅法によって被保険者期間を確認する場合、休業開始時賃⾦⽉額証明書の④および⑦の「休業等
を開始した⽇」欄に産前休業開始⽇等を記載してください。それ以外の記載⽅法はこれまでと同様です。
詳しくは、事業所の所在地を管轄するハローワークにご相談ください。

[休業開始時賃⾦⽉額証明書の記載の仕⽅]

産前休業の
ため就労なし

産前休業の
ため就労なし

産後休業の
ため就労なし

産後休業の
ため就労なし

追加

「育児休業給付⾦」の被保険者期間の要件が、9⽉1⽇から⼀部変更となります。これにより、
これまで要件を満たさなかった場合でも、⽀給の対象となる可能性があります。特に、勤務開始
後1年程度で産休に⼊った⽅などは対象となる可能性がありますので、⼀度ご確認ください。

現⾏

原則の育児休業給付の被保険者期間

改正後

就職 令和3年4⽉1⽇
産前休業 令和4年4⽉5⽇〜
出産⽇ 令和4年4⽉30⽇
産後休業 〜令和4年6⽉25⽇
育児休業 令和4年6⽉26⽇〜

被保険者要件
（現⾏）

被保険者期間12か⽉を
満たさない

被保険者要件
（改正後）

被保険者期間12か⽉を
満たす

①

現⾏

改正後 (産休開始⽇からカウント)

具体的な事例


